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§3 　国民年金

表 484　被保険者数 （事業月報）

　総人口に占める国民年金被保険者の割合 （加入率） 及び被保険者の増減を前年と比較して表している。 また、 被保険者の内

訳を第１号被保険者 （強制加入者と任意加入者） と第３号被保険者に分けて表している。 第 1 号被保険者とは保険料を納付す

る者であり、 第 3 号被保険者とは被用者年金制度の加入者に扶養されている配偶者である。

平成20年度

総人口 
（Ａ）

被保険 
者　 数 

（Ｂ）

第 １ 号 被 保 険 者 数
第 ３ 号 
被保険者数

加 入 率
（Ｂ） ／ （Ａ）

被保険者数 
の対前年比強 制 任 意 計

総 数  1,399,401  348,813  219,802  3,890  223,692  125,121 24.9 98.5 

川 崎 区  215,100  51,794  36,998  522  37,520  14,274 24.1 97.8 

幸 区  151,962  36,493  23,934  361  24,295  12,198 24.0 97.2 

中 原 区  227,065  53,184  32,128  472  32,600  20,584 23.4 99.4 

高 津 区  213,392  54,622  34,380  615  34,995  19,627 25.6 98.5 

宮 前 区  215,394  57,089  33,180  694  33,874  23,215 26.5 98.2 

多 摩 区  210,831  53,005  34,527  586  35,113  17,892 25.1 98.7 

麻 生 区  165,657  42,626  24,655  640  25,295  17,331 25.7 99.8 

資料 ： 保険年金課

表 485　拠出年金 （旧法） 受給権者数 （事業月報）

　昭和 61 年 3 月以前は、現在適用されている国民年金法（新法）とは異なり、古い国民年金法（旧法）が適用されていた。この表は、

国民年金法 （旧法） が適用される国民年金の受給権者を区分ごとに表している。

平成20年度

老齢
通算 
老齢

５年 
年金

障害 母子 準母子 遺児 寡婦 計
死 亡 
一 時 金

総 数  9,243  9,046  270  400  1  -  -  -  18,960  325 

川 崎 区  1,811  1,689  43  80  -  -  -  -  3,623  58 

幸 区  1,200  1,231  40  68  1  -  -  -  2,540  55 

中 原 区  1,569  1,547  24  64  -  -  -  -  3,204  36 

高 津 区  1,248  1,158  42  53  -  -  -  -  2,501  57 

宮 前 区  1,007  969  30  41  -  -  -  -  2,047  52 

多 摩 区  1,264  1,261  50  64  -  -  -  -  2,639  30 

麻 生 区  1,144  1,191  41  30  -  -  -  -  2,406  37 

資料 ： 保険年金課

表 486　被保険者数の推移

　国民年金被保険者の推移を年度ごとに表している。 ここにいう国民年金被保険者とは、 第 1 号被保険者数 （強制加入者と任意

加入者） と第 3 号被保険者数の合計である。 第 3 号被保険者とは被用者年金制度の加入者に扶養されている配偶者である。

 16年度  17年度  18年度  19年度  20年度 

被 保 険 者 数  371,736  369,425  361,696  353,971  348,813 

資料 ： 保険年金課




